
議案第４１号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

   （向日市税条例及び向日市都市計画税条例の一部を改正する条例） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分（向日市税条例及び向日市都市計画税条例の一部を改正する条例）

したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

  令和５年５月２９日提出 

 

                  向日市長 安 田  守 
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専  決  処  分  書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分する。 

 

 向日市税条例及び向日市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

  令和５年３月３１日 

 

               向日市長 安 田    守 
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条例第１２号 

   向日市税条例及び向日市都市計画税条例の一部を改正する条例 

（向日市税条例の一部改正） 

第１条 向日市税条例（昭和２９年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改   正 現   行 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第３４条の１０   略 第３４条の１０   略 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項

の所得割の額から控除することができなかっ

た金額があるときは、当該控除することができ

なかった金額は、令第４８条の９の３から第４

８条の９の６までに定めるところにより、同項

の納税義務者に対しその控除することができ

なかった金額を還付し、又は当該控除すること

ができなかった金額のうち法第３１４条の９

第２項後段に規定する還付をすべき金額によ

り当該納税義務者の前項の確定申告書に係る

年の末日の属する年度の翌年度分の個人の府

民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付

し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者

の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入す

る。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項

の所得割の額から控除することができなかっ

た金額があるときは、当該控除することができ

なかった金額は、令第４８条の９の３から第４

８条の９の６までに定めるところにより、同項

の納税義務者に対しその控除することができ

なかった金額を還付し、又は                

                                         

                                         

 当該納税義務者の同項の確定申告書に係る

年の末日の属する年度の翌年度分の個人の府

民税若しくは市民税に充当し               

                  、若しくは当該納税義務者

の未納に係る徴収金に充当する             

  。 

３   略 ３   略 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族

等申告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族

等申告書） 

第３６条の３の２   略 第３６条の３の２   略 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規

定による申告書を給与支払者を経由して提出

する場合において、当該申告書に記載すべき事

項がその年の前年において当該給与支払者を

経由して提出した前項又は法第３１７条の３

の２第１項の規定による申告書（その者が当該

前年の中途において次項の規定による申告書

を当該給与支払者を経由して提出した場合に

は、当該前年の最後に提出した同項の規定によ
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る申告書）に記載した事項と異動がないとき

は、給与所得者は、施行規則で定めるところに

より、前項又は法第３１７条の３の２第１項の

規定により記載すべき事項に代えて当該異動

がない旨を記載した前項又は法第３１７条の

３の２第１項の規定による申告書を提出する

ことができる。 

３ 第１項又は法第３１７条の３の２第１項の

規定による申告書を提出した給与所得者で市

内に住所を有するものは、その年の中途におい

て当該申告書に記載した事項について異動を

生じた場合には、第１項又は法第３１７条の３

の２第１項の給与支払者からその異動を生じ

た日後最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、その異

動の内容その他施行規則で定める事項を記載

した申告書を、当該給与支払者を経由して、市

長に提出しなければならない。 

２ 前項  又は法第３１７条の３の２第１項の

規定による申告書を提出した給与所得者で市

内に住所を有するものは、その年の中途におい

て当該申告書に記載した事項について異動を

生じた場合には、前項  又は法第３１７条の３

の２第１項の給与支払者からその異動を生じ

た日後最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、その異

動の内容その他施行規則で定める事項を記載

した申告書を、当該給与支払者を経由して、市

長に提出しなければならない。 

４ 第１項及び前項の場合において、これらの規

定による申告書がその提出の際に経由すべき

給与支払者に受理されたときは、その申告書

は、その受理された日に市長に提出されたもの

とみなす。 

３ 前２項        の場合において、これらの規

定による申告書がその提出の際に経由すべき

給与支払者に受理されたときは、その申告書

は、その受理された日に市長に提出されたもの

とみなす。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払者

が令第４８条の９の７の２において準用する

令第８条の２の２に規定する要件を満たす場

合には、施行規則で定めるところにより、当該

申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法

（電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって施行

規則で定めるものをいう。次条第４項及び第５

３条の９第３項において同じ。）により提供す

ることができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払者

が令第４８条の９の７の２において準用する

令第８条の２の２に規定する要件を満たす場

合には、施行規則で定めるところにより、当該

申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法

（電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって施行

規則で定めるものをいう。次条第４項及び第５

３条の９第３項において同じ。）により提供す

ることができる。 
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６ 前項の規定の適用がある場合における第４

項の規定の適用については、同項中「申告書が」

とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「給与支払者に受理されたとき」とあるのは

「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理

された日」とあるのは「提供を受けた日」とす

る。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３

項の規定の適用については、同項中「申告書が」

とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「給与支払者に受理されたとき」とあるのは

「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理

された日」とあるのは「提供を受けた日」とす

る。 

（個人の市民税の徴収の方法等） （個人の市民税の徴収の方法  ） 

第３８条 個人の市民税は、第４４条、第４７条

の２第１項、第４７条の５又は第５３条の５の

規定により  特別徴収の方法による場合を除

くほか、普通徴収の方法により  徴収する。 

第３８条 個人の市民税は、第４４条、第４７条

の２第１項、第４７条の５又は第５３条の５の

規定によって特別徴収の方法による場合を除

くほか、普通徴収の方法によって徴収する。 

２   略 ２   略 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を

賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及

び徴収する。 

 

（個人の市民税の納税通知書） （個人の市民税の納税通知書） 

第４１条 個人の市民税の納税通知書に記載す

べき各納期の納付額は、当該年度分の個人の市

民税額、個人の府民税額及び森林環境税額の合

算額（第４７条第１項又は第４７条の６第１項

の規定により  徴収する場合にあっては、特別

徴収の方法により  徴収されないことになっ

た金額に相当する税額）を前条第１項の納期

（第４７条第１項又は第４７条の６第１項の

規定により  徴収する場合にあっては特別徴

収の方法により  徴収されないこととなった

日以後に到来する納期）の数で除して得た額と

する。 

第４１条 個人の市民税の納税通知書に記載す

べき各納期の納付額は、当該年度分の個人の市

民税額及び    府民税額の合算額           

    第４７条第１項又は第４７条の６第１項

の規定によって徴収する場合にあっては、特別

徴収の方法によって徴収されないことになっ

た金額に相当する税額）を前条第１項の納期

（第４７条第１項又は第４７条の６第１項の

規定によって徴収する場合にあっては特別徴

収の方法によって徴収されないこととなった

日以後に到来する納期）の数で除して得た額と

する。 

（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第４４条 個人の市民税の納税義務者が当該年

度の初日の属する年の前年中において給与の

支払を受けた者であり、かつ、同日において給

与の支払を受けている者（次の各号に掲げる者

のうち特別徴収の方法により  徴収すること

が著しく困難であると認められるものを除く。

（以下この条において「給与所得者」という。））

である場合には      、当該納税義務者の前年

第４４条 個人の市民税の納税義務者が当該年

度の初日の属する年の前年中において給与の

支払を受けた者であり、かつ、同日において給

与の支払を受けている者（次の各号に掲げる者

のうち特別徴収の方法によって徴収すること

が著しく困難であると認められるものを除く。

（以下この条において「給与所得者」という。））

である場合においては、当該納税義務者の前年
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中の給与所得に係る所得割額及び均等割額（こ

れと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含

む。次項及び第５項において同じ。）の合算額

を特別徴収の方法により  徴収する。 

中の給与所得に係る所得割額及び均等割額   

                                         

                                 の合算額

を特別徴収の方法によって徴収する。 

(1)   略 

(2) 国航路を航行する船舶に乗り組む船員 

で不定期に給与の支払を受けるもの 

(1)   略 

(2) 国航路を航行する船舶に乗り組む船員

で、定期に給与の支払を受けるもの 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者

の前年中の所得に給与所得以外の所得がある

場合には      、当該給与所得以外の所得に係

る所得割額を同項の規定により  特別徴収の

方法により  徴収すべき給与所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴

収の方法により  徴収する。ただし、第３６条

の２第１項の申告書に給与所得以外の所得に

係る所得割額を普通徴収の方法により  徴収

されたい旨の記載があるときは、この限りでな

い。 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者

の前年中の所得に給与所得以外の所得がある

場合においては、当該給与所得以外の所得に係

る所得割額を同項の規定によって特別徴収の

方法によって徴収すべき給与所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴

収の方法によって徴収する。ただし、第３６条

の２第１項の申告書に給与所得以外の所得に

係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収

されたい旨の記載があるときは、この限りでな

い。 

３ 前項本文の規定により  給与所得者の給与

所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の

方法により  徴収することとなった後におい

て、当該給与所得者について給与所得以外の所

得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収

の方法により  徴収することが適当でないと

認められる特別の事情が生じたため当該給与

所得者から給与所得以外の所得に係る所得割

額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴

収することとされたい旨の申出があった場合

でその事情がやむを得ないと認められるとき

は、市長は、当該特別徴収の方法により  徴収

すべき給与所得以外の所得に係る所得割額で

まだ特別徴収により徴収していない額の全部

又は一部を普通徴収の方法により徴収するも

のとする。 

３ 前項本文の規定によって給与所得者の給与

所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の

方法によって徴収することとなった後におい

て、当該給与所得者について給与所得以外の所

得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収

の方法によって徴収することが適当でないと

認められる特別の事情が生じたため当該給与

所得者から給与所得以外の所得に係る所得割

額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴

収することとされたい旨の申出があった場合

でその事情がやむを得ないと認められるとき

は、市長は、当該特別徴収の方法によって徴収

すべき給与所得以外の所得に係る所得割額で

まだ特別徴収により徴収していない額の全部

又は一部を普通徴収の方法により徴収するも

のとする。 

４   略 ４   略 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の

支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌

年の４月３０日までの間において異動を生じ

た場合において、当該給与所得者が当該給与所

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の

支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌

年の４月３０日までの間において異動を生じ

た場合において、当該給与所得者が当該給与所
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得者に対して新たに給与の支払をする者とな

った者（所得税法第１８３条の規定により  給

与の支払をする際所得税を徴収して納付する

義務がある者に限る。以下この項において同

じ。）を通じて、当該異動により  従前の給与

の支払をする者から給与の支払を受けなくな

った日の属する月の翌月の１０日（その支払を

受けなくなった日が翌年の４月中である場合

には、同月３０日）までに、第１項の規定によ

り特別徴収の方法により  徴収されるべき前

年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額

の合算額（既に特別徴収の方法により  徴収さ

れた金額があるときは、当該金額を控除した金

額）を特別徴収の方法により  徴収されたい旨

の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の

方法により  徴収するものとする。ただし、当

該申出が翌年の４月中にあった場合において、

特別徴収の方法により  徴収することが困難

であると市長が認めるときは、この限りでな

い。 

得者に対して新たに給与の支払をする者とな

った者（所得税法第１８３条の規定によって給

与の支払をする際所得税を徴収して納付する

義務がある者に限る。以下この項において同

じ。）を通じて、当該異動によって従前の給与

の支払をする者から給与の支払を受けなくな

った日の属する月の翌月の１０日（その支払を

受けなくなった日が翌年の４月中である場合

には、同月３０日）までに、第１項の規定によ

り特別徴収の方法によって徴収されるべき前

年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額

の合算額（既に特別徴収の方法によって徴収さ

れた金額があるときは、当該金額を控除した金

額）を特別徴収の方法によって徴収されたい旨

の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の

方法によって徴収するものとする。ただし、当

該申出が翌年の４月中にあった場合において、

特別徴収の方法によって徴収することが困難

であると市長が認めるときは、この限りでな

い。 

６ 特別徴収の方法により  個人の市民税を徴

収される納税義務者が、当該年度の初日の属す

る年の６月１日から１２月３１日までの間に

おいて給与の支払を受けないこととなり、か

つ、その事由が発生した日の属する月の翌月以

降の月割額を特別徴収の方法により  徴収さ

れたい旨の納税義務者からの申出があった場

合及びその事由がその年の翌年の１月１日か

ら４月３０日までの間において発生した場合

には、当該納税義務者に対してその年の５月３

１日までの間に支払われるべき給与又は退職

手当等で当該月割額の全額に相当する金額を

超えるものがあるときに限り、当該月割額の全

額（同日までに当該給与又は退職手当等の全部

又は一部の支払がなされないこととなったと

きにあっては、同日までに支払われた当該給与

又は退職手当等の額から徴収することができ

る額）を特別徴収の方法により  徴収する。 

６ 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴

収される納税義務者が、当該年度の初日の属す

る年の６月１日から１２月３１日までの間に

おいて給与の支払を受けないこととなり、か

つ、その事由が発生した日の属する月の翌月以

降の月割額を特別徴収の方法によって徴収さ

れたい旨の納税義務者からの申出があった場

合及びその事由がその年の翌年の１月１日か

ら４月３０日までの間において発生した場合

には、当該納税義務者に対してその年の５月３

１日までの間に支払われるべき給与又は退職

手当等で当該月割額の全額に相当する金額を

超えるものがあるときに限り、当該月割額の全

額（同日までに当該給与又は退職手当等の全部

又は一部の支払がなされないこととなったと

きにあっては、同日までに支払われた当該給与

又は退職手当等の額から徴収することができ

る額）を特別徴収の方法によって徴収する。 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務 （給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務
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等） 等） 

第４６条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴

収した月の翌月１０日までに、その徴収した月

割額を施行規則第５号の１５様式又は第５号

の１５の２様式による納入書により  納入し

なければならない。 

第４６条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴

収した月の翌月１０日までに、その徴収した月

割額を施行規則第５号の１５様式           

             による納入書によって納入し

なければならない。 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税

額への繰入れ） 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税

額への繰入れ） 

第４７条 個人の市民税の納税者が給与の支払

を受けなくなったこと等により給与所得に係

る特別徴収税額を特別徴収の方法により  徴

収されないこととなった場合には      、特別

徴収の方法により  徴収されないこととなっ

た金額に相当する税額は、特別徴収の方法によ

り  徴収されないこととなった日以後におい

て到来する第４０条第１項の納期がある場合

には      それぞれの納期において、その日以

後に到来する同項の納期がない場合には     

  直ちに、普通徴収の方法により  徴収するも

のとする。 

第４７条 個人の市民税の納税者が給与の支払

を受けなくなったこと等により給与所得に係

る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴

収されないこととなった場合においては、特別

徴収の方法によって徴収されないこととなっ

た金額に相当する税額は、特別徴収の方法によ

って徴収されないこととなった日以後におい

て到来する第４０条第１項の納期がある場合

においてはそれぞれの納期において、その日以

後に到来する同項の納期がない場合において

は直ちに、普通徴収の方法によって徴収するも

のとする。 

２ 法第３２１条の６第１項の通知により  変

更された給与所得に係る特別徴収税額に係る

個人の市民税の納税者について、既に特別徴収

義務者から市に納入された給与所得に係る特

別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与

所得に係る特別徴収税額を超える場合（徴収す

べき給与所得に係る特別徴収税額がない場合

を含む。）において当該納税者の未納に係る徴

収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税

額は、法第１７条の２の２第１項第２号に規定

する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同

条第３項、第６項及び第７項の規定を適用する

ことができるものとし、当該市町村徴収金関係

過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収

金を納付し、又は納入することを委託したもの

とみなす。 

２ 法第３２１条の６第１項の通知によって変

更された給与所得に係る特別徴収税額に係る

個人の市民税の納税者について、既に特別徴収

義務者から市に納入された給与所得に係る特

別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与

所得に係る特別徴収税額を超える場合（徴収す

べき給与所得に係る特別徴収税額がない場合

を含む。）において当該納税者の未納に係る徴

収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税

額は、法第１７条の２の規定によって        

                                         

                                         

                                         

            当該納税者の未納に係る徴収

金に充当する                             

      。 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税

の特別徴収） 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税

の特別徴収） 

第４７条の２ 個人の市民税の納税義務者が当 第４７条の２ 個人の市民税の納税義務者が当
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該年度の初日の属する年の前年中において公

的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日

において老齢等年金給付（法第３２１条の７の

２第１項の老齢等年金給付をいう。以下この節

において同じ。）の支払を受けている年齢６５

歳以上の者（特別徴収の方法により 徴収する

ことが著しく困難であると認められるものと

して次に掲げるものを除く。以下この節におい

て「特別徴収対象年金所得者」という。）であ

る場合には      、当該納税義務者の前年中の

公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均

等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境

税額を含む。以下この条及び第４７条の５にお

いて同じ。）の合算額（当該納税義務者に係る

均等割額を第４４条第１項の規定により特別

徴収の方法により 徴収する場合には      、

公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下こ

の条及び第４７条の５において同じ。）の２分

の１に相当する額（以下この節において「年金

所得に係る特別徴収税額」という。）を当該年

度の初日の属する年の１０月１日から翌年の

３月３１日までの間に支払われる老齢等年金

給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特

別徴収の方法により 徴収する。 

該年度の初日の属する年の前年中において公

的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日

において老齢等年金給付（法第３２１条の７の

２第１項の老齢等年金給付をいう。以下この節

において同じ。）の支払を受けている年齢６５

歳以上の者（特別徴収の方法によって徴収する

ことが著しく困難であると認められるものと

して次に掲げるものを除く。以下この節におい

て「特別徴収対象年金所得者」という。）であ

る場合においては、当該納税義務者の前年中の

公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均

等割額                                   

                                         

            の合算額（当該納税義務者に係る

均等割額を第４４条第１項の規定により特別

徴収の方法によって徴収する場合においては、

公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下こ

の条及び第４７条の５において同じ。）の２分

の１に相当する額（以下この節において「年金

所得に係る特別徴収税額」という。）を当該年

度の初日の属する年の１０月１日から翌年の

３月３１日までの間に支払われる老齢等年金

給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特

別徴収の方法によって徴収する。 

(1)   略 (1)   略 

(2) 特別徴収の方法により  徴収することと

した場合には当該年度において当該老齢等

年金給付の支払を受けないこととなると認

められる者 

(2) 特別徴収の方法によって徴収することと

した場合には当該年度において当該老齢等

年金給付の支払を受けないこととなると認

められる者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課

する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年

金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に

係る所得割額及び均等割額の合算額から年金

所得に係る特別徴収税額を控除した額を第４

０条第１項の納期のうち当該年度の初日から

その日の属する年の９月３０日までの間に到

来するものにおいて普通徴収の方法により  

徴収する。 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課

する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年

金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に

係る所得割額及び均等割額の合算額から年金

所得に係る特別徴収税額を控除した額を第４

０条第１項の納期のうち当該年度の初日から

その日の属する年の９月３０日までの間に到

来するものにおいて普通徴収の方法によって

徴収する。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収 （年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収
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税額への繰入れ） 税額への繰入れ） 

第４７条の６ 法第３２１条の７の７第１項又

は第３項（これらの規定を法第３２１条の７の

８第３項において読み替えて準用する場合を

含む。）の規定により特別徴収の方法により  

徴収されないこととなった金額に相当する税

額は、その特別徴収の方法により  徴収されな

いこととなった日以後において到来する第４

０条第１項の納期がある場合には      その

それぞれの納期において、その日以後に到来す

る同項の納期がない場合には      直ちに、普

通徴収の方法により  徴収するものとする。 

第４７条の６ 法第３２１条の７の７第１項又

は第３項（これらの規定を法第３２１条の７の

８第３項において読み替えて準用する場合を

含む。）の規定により特別徴収の方法によって

徴収されないこととなった金額に相当する税

額は、その特別徴収の方法によって徴収されな

いこととなった日以後において到来する第４

０条第１項の納期がある場合においてはその

それぞれの納期において、その日以後に到来す

る同項の納期がない場合においては直ちに、普

通徴収の方法によって徴収するものとする。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条

の７の８第３項において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定により年金所得に係る特

別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税

額を特別徴収の方法により  徴収されないこ

ととなった特別徴収対象年金所得者について、

既に特別徴収義務者から市に納入された年金

所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る

仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得

者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超え

る場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない

場合を含む。）において当該特別徴収対象年金

所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該

過納又は誤納に係る税額は、法第１７条の２の

２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係

過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び

第７項の規定を適用することができるものと

し、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該

特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金

を納付し、又は納入することを委託したものと

みなす。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条

の７の８第３項において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定により年金所得に係る特

別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税

額を特別徴収の方法によって徴収されないこ

ととなった特別徴収対象年金所得者について、

既に特別徴収義務者から市に納入された年金

所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る

仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得

者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超え

る場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない

場合を含む。）において当該特別徴収対象年金

所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該

過納又は誤納に係る税額は、法第１７条の２の

規定によって                             

                                         

                                         

                                   当該

特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金

に充当する                               

      。 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第４８条 市民税を申告納付する義務がある法

人は、法第３２１条の８第１項、第２項、第３

１項、第３４項及び第３５項の規定による申告

第４８条 市民税を申告納付する義務がある法

人は、法第３２１条の８第１項、第２項、第３

１項、第３４項及び第３５項の規定による申告
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書（第９項、第１０項及び第１２項において「納

税申告書」という。）を、同条第１項、第２項、

第３１項及び第３５項の申告納付にあっては

それぞれこれらの規定による納期限までに、同

条第３４項の申告納付にあっては遅滞なく市

長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条

第１項後段及び第２項後段の規定により提出

があったものとみなされる申告書に係る税金

を施行規則第２２号の４様式又は第２２号の

４の２様式による納付書により納付しなけれ

ばならない。 

書（第９項、第１０項及び第１２項において「納

税申告書」という。）を、同条第１項、第２項、

第３１項及び第３５項の申告納付にあっては

それぞれこれらの規定による納期限までに、同

条第３４項の申告納付にあっては遅滞なく市

長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条

第１項後段及び第２項後段の規定により提出

があったものとみなされる申告書に係る税金

を施行規則第２２号の４様式               

         による納付書により納付しなけれ

ばならない。 

２～４   略 ２～４   略 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告

書（同条第３３項の規定による申告書を含む。

以下この項において同じ。）に係る税金を納付

する場合には、当該税金に係る同条第１項、第

２項又は第３１項の納期限（納期限の延長があ

ったときは、その延長された納期限とする。第

７項第１号において同じ。）の翌日から納付の

日までの期間の日数に応じ、当該税額に年１

４．６パーセント（申告書を提出した日（同条

第３５項の規定の適用がある場合において、当

該申告書がその提出期限前に提出されたとき

は当該提出期限）までの期間又はその期間の末

日の翌日から１月を経過する日までの期間に

ついては、年７．３パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金を加算して

施行規則第２２号の４様式又は第２２号の４

の２様式による納付書により納付しなければ

ならない。 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告

書（同条第３３項の規定による申告書を含む。

以下この項において同じ。）に係る税金を納付

する場合には、当該税金に係る同条第１項、第

２項又は第３１項の納期限（納期限の延長があ

ったときは、その延長された納期限とする。第

７項第１号において同じ。）の翌日から納付の

日までの期間の日数に応じ、当該税額に年１

４．６パーセント（申告書を提出した日（同条

第３５項の規定の適用がある場合において、当

該申告書がその提出期限前に提出されたとき

は当該提出期限）までの期間又はその期間の末

日の翌日から１月を経過する日までの期間に

ついては、年７．３パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金を加算して

施行規則第２２号の４様式                 

        による納付書により納付しなければ

ならない。 

６～１６   略 ６～１６   略 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） 

第５０条 法人の市民税の納税者は、法第３２１

条の１２の規定に基づく納付の告知を受けた

場合には、当該不足税額を当該通知書の指定す

る期限までに施行規則第２２号の４様式又は

第２２号の４の２様式による納付書により納

付しなければならない。 

第５０条 法人の市民税の納税者は、法第３２１

条の１２の規定に基づく納付の告知を受けた

場合には、当該不足税額を当該通知書の指定す

る期限までに施行規則第２２号の４様式     

                   による納付書により納

付しなければならない。 

２ 前項の場合には      、その不足税額に法第 ２ 前項の場合においては、その不足税額に法第
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３２１条の８第１項、第２項又は第３１項の納

期限（同条第３５項の申告納付に係る法人税割

に係る不足税額がある場合には、同条第１項又

は第２項の納期限とし、納期限の延長があった

場合には、その延長された納期限とする。第４

項第１号において同じ。）の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセン

ト（前項の納期限までの期間又は当該納期限の

翌日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納

付しなければならない。 

３２１条の８第１項、第２項又は第３１項の納

期限（同条第３５項の申告納付に係る法人税割

に係る不足税額がある場合には、同条第１項又

は第２項の納期限とし、納期限の延長があった

場合には、その延長された納期限とする。第４

項第１号において同じ。）の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセン

ト（前項の納期限までの期間又は当該納期限の

翌日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納

付しなければならない。 

３及び４   略 ３及び４   略 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する種別割の税率は、１台について、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対し

て課する種別割の税率は、１台について、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車 

ア～ウ   略 ア～ウ   略 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、

輪距（２以上の輪距を有するものにあって

は、その輪距のうち最大のもの）が０．５

メートル以下であるもの、  側面が構造

上開放されている車室を備え、かつ、輪距

が０．５メートル以下の三輪のもの及び道

路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省

令第６７号）第１条第１項第１３号の６に

規定する特定小型原動機付自転車を除

く。）で、総排気量が０．０２リットルを

超えるもの又は定格出力が０．２５キロワ

ットを超えるもの 年額 ３，７００円 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、

輪距（２以上の輪距を有するものにあって

は、その輪距のうち最大のもの）が０．５

メートル以下であるもの及び側面が構造

上開放されている車室を備え、かつ、輪距

が０．５メートル以下の三輪のもの   

                  

                  

               を除

く。）で、総排気量が０．０２リットルを

超えるもの又は定格出力が０．２５キロワ

ットを超えるもの 年額 ３，７００円 

(2)及び(3)   略 (2)及び(3)   略 

（たばこ税の申告納付の手続） （たばこ税の申告納付の手続） 

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告

納付すべき者（以下この節において「申告納税

者」という。）は、毎月末日までに、前月の初

日から末日までの間における売渡し等に係る

製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告

納付すべき者（以下この節において「申告納税

者」という。）は、毎月末日までに、前月の初

日から末日までの間における売渡し等に係る

製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の
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合計数（以下この節において「課税標準数量」

という。）及び当該課税標準数量に対するたば

こ税額、第９６条第１項の規定により免除を受

けようとする場合にあっては同項の適用を受

けようとする製造たばこに係るたばこ税額並

びに次条第１項の規定により控除を受けよう

とする場合にあっては同項の適用を受けよう

とするたばこ税額その他必要な事項を記載し

た施行規則第３４号の２様式による申告書を

市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行

規則第３４号の２の５様式又は第３４号の２

の５の２様式による納付書によって納付しな

ければならない。この場合において、当該申告

書には、第９６条第３項に規定する書類及び次

条第１項の返還に係る製造たばこの品目ごと

の数量についての明細を記載した施行規則第

１６号の５様式による書類を添付しなければ

ならない。 

合計数（以下この節において「課税標準数量」

という。）及び当該課税標準数量に対するたば

こ税額、第９６条第１項の規定により免除を受

けようとする場合にあっては同項の適用を受

けようとする製造たばこに係るたばこ税額並

びに次条第１項の規定により控除を受けよう

とする場合にあっては同項の適用を受けよう

とするたばこ税額その他必要な事項を記載し

た施行規則第３４号の２様式による申告書を

市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行

規則第３４号の２の５様式                 

           による納付書によって納付しな

ければならない。この場合において、当該申告

書には、第９６条第３項に規定する書類及び次

条第１項の返還に係る製造たばこの品目ごと

の数量についての明細を記載した施行規則第

１６号の５様式による書類を添付しなければ

ならない。 

２～４   略 ２～４   略 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場

合には、当該税金に係る第１項又は第２項の納

期限（納期限の延長があったときは、その延長

された納期限。第１０１条第２項において同

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に

応じ、当該税額に年１４．６パーセント（修正

申告書を提出した日までの期間又はその日の

翌日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して、施

行規則第３４号の２の５様式又は第３４号の

２の５の２様式による納付書によって納付し

なければならない。 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場

合には、当該税金に係る第１項又は第２項の納

期限（納期限の延長があったときは、その延長

された納期限。第１０１条第２項において同

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に

応じ、当該税額に年１４．６パーセント（修正

申告書を提出した日までの期間又はその日の

翌日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して、施

行規則第３４号の２の５様式               

             による納付書によって納付し

なければならない。 

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） （たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第１０１条 たばこ税の納税義務者は、法第４８

１条、第４８３条又は第４８４条の規定に基づ

く納付の告知を受けた場合には、当該不足税額

又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しく

は重加算金額を、当該通知書の指定する期限ま

でに、施行規則第３４号の２の５様式又は第３

第１０１条 たばこ税の納税義務者は、法第４８

１条、第４８３条又は第４８４条の規定に基づ

く納付の告知を受けた場合には、当該不足税額

又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しく

は重加算金額を、当該通知書の指定する期限ま

でに、施行規則第３４号の２の５様式        
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４号の２の５の２様式による納付書によって

納付しなければならない。 

                    による納付書によって

納付しなければならない。 

２   略 ２   略 

附 則 附 則 

（読替規定） （読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の

２まで又は第６３条         の規定の適用が

ある各年度分の固定資産税に限り、第６１条第

８項中「又は第３４９条の３の４から第３４９

条の５まで」とあるのは、「若しくは第３４９

条の３の４から第３４９条の５まで又は附則

第１５条から第１５条の３の２まで若しくは

第６３条        」とする。 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の

２まで、第６３条又は第６４条の規定の適用が

ある各年度分の固定資産税に限り、第６１条第

８項中「又は第３４９条の３の４から第３４９

条の５まで」とあるのは、「若しくは第３４９

条の３の４から第３４９条の５まで又は附則

第１５条から第１５条の３の２まで、第６３条

若しくは第６４条」とする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

第１０条の２   略 第１０条の２   略 

２   略 ２   略 

３ 法附則第１５条第２５項第１号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

３ 法附則第１５条第２６項第１号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２５項第１号ニに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２６項第１号ニに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２５項第２号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は４分の３とする。 

５ 法附則第１５条第２６項第２号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は４分の３とする。 

６ 法附則第１５条第２５項第２号ハに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は４分の３とする。 

６ 法附則第１５条第２６項第２号ハに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は４分の３とする。 

７ 法附則第１５条第２５項第３号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２６項第３号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２５項第３号ハに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２６項第３号ハに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３２項に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３３項に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 
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１０ 法附則第１５条第３３項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第３４項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第４２項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第４３項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の１とする。 

１２   略 １２   略 

１３ 法附則第１５条の９の３第１項に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の１とす

る。 

１３ 法附則第６４条に規定する市町村の条例

で定める割合は０とする。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３   略 第１０条の３   略 

２～１０   略 ２～１０   略 

１１ 法附則第１５条の９の３第１項に規定す

る特定マンションに係る区分所有に係る家屋

について、同項の規定の適用を受けようとする

者は、当該特定マンションに係る同項に規定す

る工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第１６項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積 

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(4) 当該工事が完了した年月日 

(5) 当該工事が完了した日から３月を経過し

た後に申告書を提出する場合には、３月以内

に提出することができなかった理由 

 

１２ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準

適合家屋について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐

震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第１７項に規定する補助に係る補助金確定

通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関す

る法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は

附則第３条第１項の規定による報告の写し及

び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第

１９項に規定する基準を満たすことを証する

１１ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準

適合家屋について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐

震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第１３項に規定する補助に係る補助金確定

通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関す

る法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は

附則第３条第１項の規定による報告の写し及

び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第

１９項に規定する基準を満たすことを証する
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書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(1)～(4)   略 (1)～(4)   略 

(5) 施行規則附則第７条第１７項に規定する

補助の算定の基礎となった当該耐震基準適

合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(5) 施行規則附則第７条第１３項に規定する

補助の算定の基礎となった当該耐震基準適

合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(6)   略 (6)   略 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の３ 法第４５１条第１項第１号（同条

第４項又は第５項において準用する場合を含

む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用の

ものに限る。以下この条において同じ。）に対

しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和

元年１０月１日から令和３年１２月３１日ま

での間（附則第１５条の７第３項において「特

定期間」という。）に行われたときに限り、第

８０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税

の環境性能割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の３   略 第１５条の３の２   略 

２及び３   略 ２及び３   略 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付

すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の

不足額に、これに１００分の３５の割合を乗じ

て計算した金額を加算した金額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付

すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の

不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じ

て計算した金額を加算した金額とする。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の７   略 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の７   略 

２   略 ２   略 

 ３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用

のものに対する第８１条の４（第２号に係る部

分に限る。）及び前項の規定の適用については、

当該軽自動車の取得が特定期間に行われたと

きに限り、これらの規定中「１００分の２」と

あるのは、「１００分の１」とする。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最

初の法第４４４条第３項に規定する車両番号

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３

輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最

初の法第４４４条第３項に規定する車両番号
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の指定（次項から第４項までにおいて「初回車

両番号指定」という。）を受けた月から起算し

て１４年を経過した月の属する年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割に係る第８２条の

規定の適用については、当分の間、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

の指定（次項から第８項までにおいて「初回車

両番号指定」という。）を受けた月から起算し

て１４年を経過した月の属する年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割に係る第８２条の

規定の適用については、当分の間、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

略         略           略         略           

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に

掲げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条

の規定の適用については、当該軽自動車が令和

４年４月１日から令和８年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該

初回車両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に

掲げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条

の規定の適用については、当該軽自動車が令和

２年４月１日から令和３年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和

３年度分                                 

        の軽自動車税の種別割に限り、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

略         略           略         略           

 ３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に

掲げる法第４４６条第１項第３号に規定する

ガソリン軽自動車（以下この条において「ガソ

リン軽自動車」という。）のうち３輪以上のも

のに対する第８２条の規定の適用については、

当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自

動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ３，５００円

１０，８００円 ５，４００円

第２号ア（ウ）b ３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円
 

 ４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に

掲げるガソリン軽自動車のうち３輪以上のも
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の（前項の規定の適用を受けるものを除く。）

に対する第８２条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から

令和３年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動

車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ５，２００円

１０，８００円 ８，１００円

第２号ア（ウ）b ３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円
 

 ５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に

掲げる３輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗

用のものに対する第８２条の規定の適用につ

いては、当該軽自動車が令和３年４月１日から

令和４年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動

車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年

４月１日から令和５年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和５年

度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

 ６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に

掲げる３輪以上の軽自動車（自家用の乗用のも

のを除く。）に対する第８２条の規定の適用に

ついては、当該軽自動車が令和３年４月１日か

ら令和４年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自

動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４

年４月１日から令和５年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和５

年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 
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３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受け

る３輪以上の法第４４６条第１項第３号に規

定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項

において「ガソリン軽自動車」という。）（営

業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条

の規定の適用については                   

                                         

                                         

                                        

 、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日

から令和８年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号

指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽

自動車税の種別割に限り、同条第２号ア（イ）

中「３，９００円」とあるのは「２，０００円」

と、同号ア（ウ）ａ中「６，９００円」とある

のは「３，５００円」とする。 

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受け

る３輪以上のガソリン軽自動車             

                                         

                                     （営

業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条

の規定の適用については、当該ガソリン軽自動

車が令和３年４月１日から令和４年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限

り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日

から令和５年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和５年度分     

                                    の軽

自動車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句        

           とする。 

４ 法附則第３０条第４項の規定の適用を受け

る３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定の

適用を受けるものを除き、営業用の乗用のもの

に限る。）に対する第８２条の規定の適用につ

いては                                   

                                         

                                         

                         、当該ガソリン軽

自動車が令和４年４月１日から令和７年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の

属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割

に限り、同条第２号ア（イ）中「３，９００円」

とあるのは「３，０００円」と、同号ア（ウ）

ａ中「６，９００円」とあるのは「５，２００

円」とする。 

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受け

る３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定の

適用を受けるものを除き、営業用の乗用のもの

に限る。）に対する第８２条の規定の適用につ

いては、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月

１日から令和４年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和４年度分

の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽

自動車が令和４年４月１日から令和５年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和５年度分                     

                    の軽自動車税の種別割

に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句                         

  とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２

項から第４項までの規定の適用を受ける３輪

以上の軽自動車に該当するかどうかの判断を

するときは、国土交通大臣の認定等（法附則第

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２

項から第８項までの規定の適用を受ける３輪

以上の軽自動車に該当するかどうかの判断を

するときは、国土交通大臣の認定等（法附則第
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３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の

認定等をいう。次項において同じ。）に基づき

当該判断をするものとする。 

３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の

認定等をいう。次項において同じ。）に基づき

当該判断をするものとする。 

２   略 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付

すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足

額に、これに１００分の３５の割合を乗じて計

算した金額を加算した金額とする。 

２   略 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付

すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足

額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計

算した金額を加算した金額とする。 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税

の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税

の特例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和８年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する

譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法

第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下

この条において同じ。）の譲渡（同項に規定す

る譲渡をいう。以下この条において同じ。）を

した場合において、当該譲渡が優良住宅地等の

ための譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定

する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該

当するときにおける前条第１項に規定する譲

渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を

除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲

渡所得金額に対して課する市民税の所得割の

額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る金額に相当する額とする。 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和５年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する

譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法

第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下

この条において同じ。）の譲渡（同項に規定す

る譲渡をいう。以下この条において同じ。）を

した場合において、当該譲渡が優良住宅地等の

ための譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定

する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該

当するときにおける前条第１項に規定する譲

渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を

除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲

渡所得金額に対して課する市民税の所得割の

額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る金額に相当する額とする。 

(1)及び(2)   略 (1)及び(2)   略 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年中に前条第１項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした

場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予

定地のための譲渡（法附則第３４条の２第５項

に規定する確定優良住宅地等予定地のための

譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該

当するときにおける前条第１項に規定する譲

渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和５年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年中に前条第１項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした

場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予

定地のための譲渡（法附則第３４条の２第５項

に規定する確定優良住宅地等予定地のための

譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該

当するときにおける前条第１項に規定する譲

渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して
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課する市民税の所得割について準用する。この

場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２

第１０項の規定に該当することとなるときは、

当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための

譲渡ではなかったものとみなす。 

課する市民税の所得割について準用する。この

場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２

第１０項の規定に該当することとなるときは、

当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための

譲渡ではなかったものとみなす。 

３   略 ３   略 

 

（向日市都市計画税条例の一部改正） 

第２条 向日市都市計画税条例（昭和４２年条例第１５号）の一部を次のように改

正する。 

（下線部分は改正部分） 

改   正 現   行 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第３２項の条例で定める割

合） 

（法附則第１５条第３３項の条例で定める割

合） 

２ 法附則第１５条第３２項に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

２ 法附則第１５条第３３項に規定する市町村

の条例で定める割合は２分の１とする。 

（法附則第１５条第３３項の条例で定める割

合） 

（法附則第１５条第３４項の条例で定める割

合） 

３ 法附則第１５条第３３項に規定する市町村

の条例で定める割合は３分の２とする。 

３ 法附則第１５条第３４項に規定する市町村

の条例で定める割合は３分の２とする。 

（宅地化農地に対して課する都市計画税の納

税義務の免除等） 

（宅地化農地に対して課する都市計画税の納

税義務の免除等） 

１６ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項

から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２

４項、第２７項、第３１項から第３５項まで、

第３８項、第３９項、第４３項若しくは第４６

項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第

６３条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」

とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５

条から第１５条の３まで若しくは第６３条」と

する。 

１６ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１４

項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第

２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、

第３９項、第４０項若しくは第４４項        

 、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第

６３条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」

とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５

条から第１５条の３まで若しくは第６３条」と

する。 

附 則 

 （施行期日） 
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第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1)  第１条中向日市税条例第８２条第１号エの改正規定及び附則第５条第１項

の規定（この条例による改正後の向日市税条例（以下「新条例」という。）附

則第１６条の２第３項に係る部分を除く。） 令和５年７月１日 

(2)  第１条中向日市税条例第３４条の１０第２項並びに第３８条の見出し及び

同条第１項の改正規定、同条に１項を加える改正規定並びに第４１条、第４４

条、第４７条、第４７条の２及び第４７条の６の改正規定並びに同条例附則第

１５条の３の２の改正規定（同条第４項中「１００分の１０」を「１００分の

３５」に改める部分に限る。）及び附則第１６条の２第３項の改正規定並びに

次条第１項並びに附則第４条第１項（新条例附則第１６条の２第３項に係る部

分に限る。）及び第３項の規定 令和６年１月１日 

(3)  第１条中向日市税条例第３６条の３の２の改正規定及び附則第３条第２項

の規定 令和７年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の向日市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令

和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受け

るべき向日市税条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（以下この項におい

て「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告書について

適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告

書については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令

和５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項において「適

用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）

附則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者

等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）

をした同条に規定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資産」とい

う。）（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リ

ース取引」という。）に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事

業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例

対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特

例対象資産を含む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例によ

る。 

（軽自動車税に関する経過措置） 
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第４条 新条例第８２条第１号エ及び同条例附則第１６条の２第３項の規定は、令

和６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分まで

の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得されたこの条例

による改正前の向日市税条例附則第１５条の３及び第１５条の７第３項に規定す

る３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお

従前の例による。 

３ 新条例附則第１５条の３第４項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施

行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境

性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する

軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第１６条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動車税の種別割

について適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前

の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第５条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の向日市都市計画税条例

の規定は、令和５年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和４年度分

までの都市計画税については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部

を改正する法律（令和５年法律第 号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の

日の前日までの間における向日市都市計画税条例附則第１６項の規定の適用につ

いては、同項中「、第４３項若しくは第４６項」とあるのは、「若しくは第４３

項」とする。 


